
提

出

者

赤

嶺

政

賢

平
成
十
七
年
四
月
十
四
日
提
出

質

問

第

五

〇

号

在
外
被
爆
者
保
健
医
療
助
成
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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在
外
被
爆
者
保
健
医
療
助
成
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

在
外
被
爆
者
へ
の
支
援
に
つ
い
て
、
国
は
、
二
〇
〇
四
年
度
か
ら
、
在
外
被
爆
者
保
健
医
療
助
成
事
業
を
開
始
す
る
こ
と
と

し
た
。
こ
の
事
業
は
、
外
国
に
居
住
す
る
被
爆
者
の
医
療
費
等
に
対
し
て
一
部
助
成
を
行
な
う
と
い
う
も
の
で
、
原
爆
投
下
か

ら
六
十
年
を
迎
え
て
被
爆
者
の
高
齢
化
が
進
む
中
で
、
在
外
被
爆
者
の
方
々
や
関
係
者
の
切
実
な
要
求
が
よ
う
や
く
実
施
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

緊
急
の
課
題
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
が
、
こ
れ
ま
で
対
策
を
講
じ
て
こ
な
か
っ
た
責
任
は
厳
し
く
問
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

現
在
、
在
外
被
爆
者
保
健
医
療
助
成
事
業
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
国
は
、
関
係
地
方
自
治
体
が
事
業
の
実
施
主
体
と
な
る

こ
と
と
し
て
い
る
が
、
在
外
被
爆
者
に
対
す
る
支
援
は
、
国
が
自
ら
責
任
を
持
っ
て
果
た
す
べ
き
事
業
で
あ
る
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

在
外
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
施
策
の
追
加
事
業
と
し
て
、
在
外
被
爆
者
保
健
医
療
助
成
事
業
が
、
二
〇
〇
四
年
度
か
ら
開

始
さ
れ
て
い
る
が
、
在
外
被
爆
者
が
居
住
す
る
各
国
の
医
療
制
度
が
異
な
る
中
で
、
こ
の
事
業
を
適
正
か
つ
迅
速
に
行
な
う

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
か
、
そ
の
た
め
に
、
関
係
自
治
体
を
は
じ
め
民
間
機
関
の
協
力
を
含
め
て
ど
の
よ
う
な
体
制
と
方

一



法
で
実
施
し
て
い
る
の
か
。

二

在
外
被
爆
者
保
健
医
療
助
成
事
業
を
始
め
る
に
至
っ
た
契
機
と
理
由
は
な
に
か
。
ま
た
、
保
健
医
療
費
（
入
院
・
通
院

等
）
一
人
の
年
間
の
助
成
額
（
上
限
）
な
ど
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

三

在
外
被
爆
者
は
、
国
別
に
何
名
お
ら
れ
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

在
外
被
爆
者
が
、
在
外
被
爆
者
保
健
医
療
助
成
の
対
象
と
な
る
た
め
の
要
件
は
あ
る
の
か
。

例
え
ば
、
被
爆
者
で
あ
り
な
が
ら
被
爆
者
健
康
手
帳
を
持
っ
て
い
な
い
方
で
、
病
気
等
の
理
由
で
渡
日
で
き
な
い
場
合
に

は
、
ど
の
よ
う
な
手
立
て
を
講
ず
る
の
か
。

五

在
外
被
爆
者
が
居
住
す
る
当
該
国
の
医
療
保
険
制
度
の
概
要
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

南
米
の
場
合
に
は
、
公
的
医
療
保
険
制
度
は
存
在
し
な
い
の
で
、
民
間
保
険
に
加
入
し
て
い
な
け
れ
ば
医
療
機
関
の
診
療

は
受
け
ら
れ
な
い
と
聞
い
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
保
健
医
療
費
の
助
成
は
ど
の
よ
う
に
行
な
う
の
か
。

六

「
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
「
被
爆
者
援
護
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
被
爆
者
に
対

す
る
援
護
事
業
は
、
地
方
自
治
法
上
の
法
定
受
託
事
務
と
し
て
、
国
が
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
と
し
て
い
る
事
業
で
は
な
い

の
か
。

二



七

在
外
被
爆
者
保
健
医
療
助
成
事
業
に
つ
い
て
は
、
在
外
被
爆
者
渡
日
支
援
等
事
業
の
一
環
と
し
て
の
事
業
と
し
た
理
由
及

び
予
算
措
置
に
基
づ
く
事
業
と
し
た
の
は
何
故
か
。

八

在
外
被
爆
者
保
健
医
療
助
成
事
業
は
、
被
爆
者
援
護
法
の
枠
外
の
事
業
で
あ
る
と
し
て
も
、
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
事
業

と
密
接
に
関
連
し
た
事
業
で
あ
る
。
本
事
業
は
、
地
方
自
治
法
上
の
法
定
受
託
事
務
な
の
か
、
そ
れ
と
も
自
治
事
務
な
の

か
。
も
し
こ
の
事
業
を
自
治
事
務
と
い
う
な
ら
そ
の
理
由
と
根
拠
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
自
治
事
務
で
あ
る
な
ら
ば

事
業
実
施
の
有
無
は
地
方
自
治
体
の
判
断
と
な
る
。
国
の
責
任
に
お
い
て
在
外
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
策
を
行
な
っ
て
い
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
自
治
事
務
の
中
で
、
こ
の
事
業
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
矛
盾
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。

九

在
外
被
爆
者
保
健
医
療
助
成
事
業
の
実
施
主
体
が
、
関
係
自
治
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
と
根
拠
は
な
に
か
。

十

関
係
地
方
自
治
体
が
、
在
外
被
爆
者
保
健
医
療
助
成
事
業
の
実
施
主
体
に
な
る
こ
と
に
対
し
て
、
本
事
業
の
医
療
費
の
助

成
等
を
め
ぐ
り
在
外
被
爆
者
と
の
間
で
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
、
そ
の
場
合
に
は
、
国
の
責
務
で
あ
る
被
爆

者
援
護
対
策
で
、
地
方
自
治
体
の
責
任
が
問
わ
れ
か
ね
な
い
。
ま
た
、
自
治
体
は
訴
訟
に
係
る
対
応
、
費
用
等
の
負
担
が
生

じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

仮
に
、
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
事
業
が
地
方
自
治
法
上
の
法
定
受
託
事
務
か
自
治
事
務
か
で
、
責
任
等
ど

三



の
よ
う
な
差
異
が
で
て
く
る
の
か
。

十
一

在
外
被
爆
者
保
健
医
療
助
成
事
業
は
、
被
爆
者
援
護
法
に
基
づ
く
事
業
で
な
い
と
は
い
え
、
国
が
本
来
果
た
す
べ
き
役

割
と
す
る
事
業
で
あ
り
、
国
が
そ
の
適
正
な
処
理
を
特
に
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
事
業
で
は
な
い
の
か
。

し
か
も
、
在
外
被
爆
者
は
外
国
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
国
が
責
任
を
持
ち
実
施
主
体
と
し
て
事
業

を
行
な
う
の
は
当
然
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
。

十
二

被
爆
者
援
護
法
に
基
づ
く
援
護
事
業
は
、
法
改
正
が
な
さ
れ
な
い
限
り
、
今
後
と
も
安
定
し
て
事
業
運
営
が
な
さ
れ
、

健
康
管
理
手
当
な
ど
各
種
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
制
度
と
し
て
定
着
し
た
も
の
と
考
え
る
が
、
こ
の
在
外
被
爆
者
保
健
医

療
助
成
事
業
は
、
予
算
措
置
に
基
づ
く
事
業
で
あ
り
、
今
後
五
年
、
十
年
後
の
事
業
運
営
が
保
障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。

�

在
外
被
爆
者
は
十
分
な
額
で
は
な
い
に
し
ろ
、
保
健
医
療
費
の
助
成
で
あ
り
、
各
種
手
当
の
よ
う
に
生
涯
に
わ
た
る
支

給
を
期
待
し
て
い
る
と
思
う
が
、
国
は
、
こ
の
保
健
医
療
助
成
事
業
の
今
後
の
展
開
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

�

こ
の
事
業
が
、
二
年
な
い
し
三
年
で
は
な
く
、
長
期
に
わ
た
る
事
業
に
な
る
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
律
に

基
づ
く
事
業
で
は
な
く
、
な
に
ゆ
え
に
不
安
定
な
予
算
措
置
事
業
で
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
の
か
。

四



�

地
方
自
治
体
は
、
保
健
医
療
助
成
事
業
の
先
行
き
を
懸
念
し
て
い
る
中
で
、
こ
の
事
業
に
つ
い
て
、
国
の
補
助
率
を
十

分
の
十
と
し
て
い
る
が
、
将
来
に
わ
た
っ
て
変
更
が
な
い
こ
と
を
保
証
で
き
る
の
か
、
す
な
わ
ち
全
額
国
庫
負
担
と
い
う

こ
と
を
確
約
で
き
る
の
か
、
見
解
を
伺
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


